
 

１ 
 

○
環
境
省
令
第
三
十
三
号 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
）
第

三
十
五
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三

十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
環
境
大
臣
が
自
ら

行
う
こ
と
は
妨
げ
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


